
 
 

職員（船舶事故調査官等）の募集について 
 
 

 

１．職  種  

○ 船舶事故調査官又は地方事故調査官（一般職※の国家公務員 [専門行政職] ） 

（課長補佐級（技術系・一般職）） 

   ［船舶事故の調査（証拠の収集等事実関係の調査、原因についての解析、再発防止策の検討、報

告書の作成等）に従事します。］ 

    ※国家公務員採用一般職試験合格者相当として任用 

 

２．配 属 先（勤務地） 

○ 運輸安全委員会事務局（東京都新宿区四谷一丁目６番１号 四谷タワー15 階）又は 

地方事務所（函館・仙台・横浜・神戸・広島・門司・長崎・那覇） 

 

３．応募資格 

○  以下の（１）の勤務経験があり、かつ（２）に該当する者 

（１）高等専門学校卒業後通算１３年以上又は大学卒業後通算１１年以上の間、船舶が関連する業

務に常勤として勤務した経験のある者 

（２）次の①～④のいずれかに該当する者 

 ① 一級海技士（航海）又は一級海技士（機関）の海技免許（船員法及び船舶職員法の一部を改

正する法律（昭和５７年法律第３９号）第２条の規定による改正前の船舶職員法（昭和２６年

法律第１４９号）第５条第１項に規定する甲種船長若しくは甲種機関長の免許又は船舶職員法

の一部を改正する法律（平成１４年法律第６０号）による改正前の船舶職員法第５条第１項に

規定する一級海技士（航海）若しくは一級海技士（機関）の免許を含む。以下同じ。）を受けた

者 

 ② 二級海技士（航海）又は二級海技士（機関）の海技免許を受け、かつ、次に掲げる職の一又

は二以上の経歴を有し、その年数が通算して６年以上である者 

  イ 次に掲げる船舶の船長、航海士、機関長又は機関士 

(1) 近海区域又は遠洋区域を航行区域とする船舶 

(2) 第三種の従業制限を有する漁船 

(3) 総トン数１０００トン以上の船舶 

 ③ 三級海技士（航海）又は三級海技士（機関）の海技免許を受け、かつ、前号イに掲げる職の

一又は二以上の経歴を有し、その年数が通算して８年以上である者 

 ④ ①～③に掲げるもののほか、ヒューマンファクター、気象その他事故等調査の適確な遂行の

ため必要な知見を有する者 

 

 ○ 次のいずれかに該当しないこと。 

   ① 日本国籍を有しない 



   ② 国家公務員法第３８条の規定に該当（下記（ア）～（ウ））する者 

 (ア) 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその刑の執行猶予の期間中

の者その他その執行を受けることがなくなるまでの者 

 (イ) 一般職の国家公務員として懲戒免職の処分を受け、その処分の日から２年を経過しない 

 者 

 (ウ) 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の

団体を結成し、又はこれに加入した者 

③ 平成１１年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている者（心神耗弱を原因とする 

もの以外） 

   ④ 採用予定時期までに国家公務員法第 81条の６に定める定年に達する者（令和８年度における 

定年年齢は６２歳） 

※令和５年４月から２年に１歳ずつ定年を引き上げ、令和１３年４月から６５歳となります。 

 

４．採用予定数 

○ 若干名 

 

５．採用予定時期 

○ 採用時期については相談に応じます 

 

６．給与（令和８年４月時点） 

（１）採用時の俸給（基本給）は、一般職の職員の給与に関する法律（昭和25年法律第95号）に

基づき、採用後の職務内容に応じ、職務経歴等を勘案して決定されます。なお、採用後の

勤務実績等に応じて昇給（年１回）等があります。 

    

（２）手当は、代表的なものとして以下のものがあり、職員の実情に応じて、一般職の職員の給

与に関する法律（昭和25年法律第95号）に基づき支給されます。 

・地域手当（本部勤務の場合は俸給等の２０/１００） 

※各地方事務所勤務の場合は支給率が異なります。 

・扶養手当（月額１３，０００円（子）等） 

・住居手当（月額最高２８，０００円） 

・通勤手当（６箇月定期券等の相当額（1箇月あたり最高１５０，０００円）等） 

・超過勤務手当（正規の勤務時間を超えて勤務した職員に支給） 

・期末・勤勉手当（いわゆるボーナス：成績区分が良好（標準）の場合、 

１年間に俸給等の４.６５月分） 

 

＜モデル給与例＞ 

本府省課長補佐級（専行３級/一般職相当） 

・大学卒業後、正規社員として民間企業に約２０年勤務した職務経験を有する場合 



年収 約８００万円 

 

７．福利厚生等 

保険等 ･･･国家公務員共済組合に加入 

退職金 ･･･あり（最低６ヶ月以上勤務した場合）  

（※勤務形態や福利厚生については法律の改正等に伴い変更となる場合があります。） 

 

８．勤務時間・休暇 

勤務時間･･･勤務時間は原則１日７時間４５分で、土・日曜日及び祝日、年末１２月２９日～年始

１月３日は休みです。 

      勤務時間の割り振りについては、勤務地により、それぞれ以下のとおり異なります。 

 

       ＜東京、仙台、横浜、広島勤務の場合＞ 

       ①０８：３０～１７：１５、②０８：４５～１７：３０、③０９：００～１７：４５  

④０９：１５～１８：００、⑤０９：３０～１８：１５ 

（いずれも休憩時間は１２：００～１３：００） 

 

＜函館、神戸、門司、長崎、那覇勤務の場合＞  

０８：３０～１７：１５ 

（いずれも休憩時間は１２：００～１３：００） 

 

※フレックスタイムの制度もあります。 

４週１５５時間として、０５：００～２２：００の中で割振可能 

※ただし、事故等調査のため勤務時間外の業務（出張を含む）が突発 

することがあります。 

 

   休 暇･･･休暇は、年２０日の年次休暇（４月１日採用の場合、１５日付与され、２０日を限度 

として翌年に繰り越されます。）のほか、病気休暇、特別休暇（夏季、結婚、出産、 

忌引、ボランティア等）及び介護休暇等があります。また、ワーク・ライフ・バラン 

ス（仕事と家庭生活の両立）支援制度として、育児休業制度等があります。 

 

９．応募方法 

○ 下記の書類等を提出願います。（メールまたは郵送。直接持参も可） 

（１）履歴書（市販のもの可 【Word版】【PDF版】。写真貼付） 

（２）職務経歴書（市販のもの可 【Word版】【PDF版】） 

（３）前記３．の応募資格を証明するもの 

（写し可。ただし、写しを提出した場合、２次選考において原本の提示を要する） 



〇 提出先（メールまたは郵送。直接持参も可）  

    (メール)  hqt-jtsb-jinji-saiyou(at)gxb.mlit.go.jp 

※(at)は@に置き換えて下さい。 

(郵送または直接持参) 運輸安全委員会事務局総務課人事係 

所在地：〒160-0004  

東京都新宿区四谷一丁目６番１号 四谷タワー１５ 階 

 

１０．選考方法 

（１）一次選考：書類審査 

   ※第１次選考結果は、履歴書記載のメールアドレス・住所へ、メールまたは文書にてご連絡し 

ます。 

※第１次選考合格者に対して面接日時等の調整をした上で、二次選考を行います。 

（２）二次選考：論文試験（８００字程度・６０分／面接試験（人物等試験）） 

試験場所 東京都新宿区四谷一丁目６番１号 四谷タワー１５ 階 

試験日時 一次選考合格者に別途お知らせします。 

※論文試験については、以下のどちらかを選択 

・当委員会が用意したパソコンを使用し、Wordファイルを用いて作成 

・論文用紙に手書き 

   ※第２次選考結果は、履歴書記載の電話番号・住所へ、電話または文書にてご連絡します。 

（３）合格通知：二次選考後、速やかに本人あて通知 

 

１１．そ の 他 

○ 応募書類は、合否の結果によらずお返しできません。 

 

 

 

 
問い合わせ：運輸安全委員会事務局総務課人事係 阿嘉、里見 

 電話 03-5367-5025（内線 121又は 123） 

 

（令和２年３月３０日以降）電話 03-5367-5025   

 


